
 

 

 

 

 
 

 

 

 

令和５年度に県内の労政事務所において受け付けた労働相談件数がまとまりました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【概 況】（詳細は別紙「令和５年度労働相談受付状況」のとおりです） 

１ 内容別相談件数（別紙表１） 

相談件数は延べ 1,593件で、４年度の 1,720件から 127件（7.4％）減少しました。 

内容別では、「労働条件」に関する相談が 896件と最も多く、全体の 56.2％を占めています。内訳は

「労働時間関係」が 254件（15.9％）、「賃金関係」が 178件（11.2％）、「解雇関係」が 134件（8.4％）、

「退職関係」が 130件（8.2％）などとなっています。 

２ 労使別及び事業所規模別相談件数（別紙表２） 

労使別の内訳では、「労働者」が813人で全体の94.2％を占めています。相談者が所属する事業所の

規模別の内訳では、「30人未満の事業所」が272件で全体の31.5％を占めています。 

３ 産業別相談件数（別紙表３） 

相談者が所属する事業所の産業別の内訳では、「製造業」が212件で最も多く、全体の24.6%を占めて

います。次いで、「医療・福祉等」が130件（15.1％）、「宿泊・飲食・娯楽等」が98件（11.4％）、「卸・

小売業」が70件（8.1％）の順となっています。 

【参 考】 労働相談について 

 県内の労政事務所では、労働問題全般について公正・中立な立場から専門の相談員がアドバイスをする労

働相談を実施しています。詳しくは下記長野県公式ホームページ（労働相談のご案内）をご覧ください。 

(URL) https://www.pref.nagano.lg.jp/rodokoyo/sangyo/rodo/sodan/rodo/index.html 

 

機 関 名 所 在 地 電 話 番 号 相 談 日 時 

東信労政事務所 〒386-8555 
上田市材木町 1-2-6 上田合同庁舎内 

0268-23-1629
（相談専用） 

毎週月曜日から金曜

日まで（祝日・年末年

始を除く） 

午前８時３０分から 

午後５時１５分まで 

南信労政事務所 
〒396-8666 
伊那市荒井 3497 伊那合同庁舎内 

0265-76-6833 

中信労政事務所 
〒390-0852 
松本市島立 1020 松本合同庁舎内 

0263-40-1936 

北信労政事務所 〒380-0836 
長野市大字南長野南県町 686-1 長野合同庁舎内 

026-234-9532 

 

長野県（産業労働部）プレスリリース  令和６年（2024年）10月 16日 

 
令和５年度の労働相談の状況についてお知らせします 

（問合せ先） 
担  当  労働雇用課労働環境係  

櫻井、鶴田 
電  話  026-235-7118 内線 2473 
電子メール   rodokoyo@pref.nagano.lg.jp 

http://www.pref.nagano.lg.jp/xtihou/jousyou/tyousya-access/access.htm
http://www.pref.nagano.lg.jp/xsyakai/nanrou/index.htm
http://www.pref.nagano.lg.jp/xtihou/kamiina/map/map.htm
http://www.pref.nagano.lg.jp/xsyakai/tyurou/index.htm
http://www.pref.nagano.lg.jp/xtihou/matu/map.htm
http://www.pref.nagano.lg.jp/xsyakai/hokurou/index.htm
http://www.pref.nagano.lg.jp/xtihou/nagano/somu/annaizu1.htm

